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(57)【要約】
【課題】医療デバイスを生体に複数回挿入、抜去する際
に、先端の作用部の位置調整を簡単に、かつ確実に行え
るようにすること。
【解決手段】生体内に挿入されるガイドカテーテルの内
孔に挿入可能で、生体の診断又は処置を行う作用部が先
端に設けられた挿入部と、伸縮自在な樹脂で構成される
とともに、前記ガイドカテーテルの基端部および前記挿
入部の長さ方向に移動可能に装着される位置調整部材と
、を含み、前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイ
ドカテーテルに挿入した後に術者が調整した位置で前記
ガイドカテーテルと前記挿入部とに移動して同時に圧接
して固定可能な軸方向の長さを有する医療デバイス。
【選択図】図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に挿入されるガイドカテーテルの内孔に挿入可能で、生体の診断又は処置を行う
作用部が先端に設けられた挿入部と、
　伸縮自在な樹脂で構成されるとともに、前記ガイドカテーテルの基端部および前記挿入
部の長さ方向に移動可能に装着される位置調整部材と、
　を含み、
　前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイドカテーテルに挿入した後に術者が調整し
た位置で前記ガイドカテーテルと前記挿入部とに移動して同時に圧接して固定可能な軸方
向の長さを有する医療デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の医療デバイスであって、
　前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイドカテーテルに挿入する前に術者が調整し
た位置で前記挿入部に固定され、前記ガイドカテーテルに当接可能に形成されている医療
デバイス。
【請求項３】
　請求項１に記載の医療デバイスであって、
　前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイドカテーテルに挿入する前に前記ガイドカ
テーテルの基端部に固定されている医療デバイス。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の医療デバイスであって、
　前記挿入部は、医療用内視鏡の作業用チャンネルに進退自在に挿通可能である
医療デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経内視鏡的に診断又は処置を行う方法、生体を診断又は処置する際に用いる
医療デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　気管支の末梢気管支などの診断又は処置を行う際には、生体の自然の開口から内視鏡を
挿入して処置をすることがある。この際には、内視鏡の処置用チャンネルに医療デバイス
を通し、医療デバイスを複雑に分岐する末梢気管支の所望位置に導く必要がある。このた
め、最初にエックス線透視下で誘導子を病変部の近傍まで挿入する。誘導子は、先端に湾
曲可能な作用部が設けられている。誘導子の作用部が末梢気管支の分岐点に達したら、診
断又は処置の対象部位となる末梢気管支に向けて作用部を湾曲させてから誘導子を押し進
める（例えば、特許文献１参照）。この後、誘導子をガイドにしてガイドカテーテルを対
象部材の近傍まで挿入してから、誘導子を内視鏡から抜き取る。例えば、病変部の組織を
採取する際には、ガイドカテーテルを通して生検鉗子を対象部位の近傍まで挿入する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５４４８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、診断又は処置を行う過程で、誘導子や、その他の診断用又は処置用の医療デバ
イスを入れ換える際に、各医療デバイスの先端の作用部を常に所望位置に配置することは
困難であり、熟練を要した。医療デバイスを挿入する毎に、エックス線透視下で作用部の
位置を確認したり、医療デバイスを生体に挿入する毎に位置調整したりする必要があるの
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で、作業性が悪かった。
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その主な目的は、医療デバイス
を生体に複数回挿入、抜去する際に、先端の作用部の位置調整を簡単に、かつ確実に行え
るようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
　本発明の一態様は、生体内に挿入されるガイドカテーテルの内孔に挿入可能で、生体の
診断又は処置を行う作用部が先端に設けられた挿入部と、伸縮自在な樹脂で構成されると
ともに、前記ガイドカテーテルの基端部および前記挿入部の長さ方向に移動可能に装着さ
れる位置調整部材と、を含み、前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイドカテーテル
に挿入した後に術者が調整した位置で前記ガイドカテーテルと前記挿入部とに移動して同
時に圧接して固定可能な軸方向の長さを有する医療デバイス。
【０００６】
　また、前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイドカテーテルに挿入する前に術者が
調整した位置で前記挿入部に固定され、前記ガイドカテーテルに当接可能に形成されてい
てもよい。
【０００７】
　また、前記位置調整部材は、前記挿入部を前記ガイドカテーテルに挿入する前に前記ガ
イドカテーテルの基端部に固定されていてもよい。
【０００８】
　また、前記挿入部は、医療用内視鏡の作業用チャンネルに進退自在に挿通可能であって
もよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、病変部に複数回にわたって診断又は処置を行う際に、医療デバイスの
先端部がガイドカテーテルから予め調整された長さだけ突出するので、医療デバイスの位
置決めが正確に行える。医療デバイスを入れ換える度に必要な位置調整が簡単になるので
、手技時間を短縮できる。また、Ｘ線被曝量を少なくできる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に使用する内視鏡の構成を示す図である。
【図２】医療デバイスとしての誘導子の一例であるキュレットの構成を示す図である。
【図３】ガイドカテーテルを示す図である。
【図４】医療デバイスが超音波プローブである場合の医療デバイスシステムの構成を示す
図である。
【図５】医療デバイスが生検鉗子である場合の医療デバイスシステムの構成を示す図であ
る。
【図６】医療デバイスが細胞診ブラシである場合の医療デバイスシステムの構成を示す図
である。
【図７】処置対象の一例としての気管支を模式的に示す図である。
【図８】内視鏡を気管支に挿入し、先端部を当接して固定させた図である。
【図９】キュレットを病変部まで挿入した図である。
【図１０】キュレットをガイドにしてガイドカテーテルを病変部まで挿入した図である。
【図１１】キュレットを抜き取ってガイドカテーテルを留置した図である。
【図１２】ガイドカテーテルを通して超音波プローブを病変部に挿入した図である。
【図１３】図１２の場合の位置調整部材の配置を示す図である。
【図１４】ガイドカテーテルの先端位置を正確に定めたときの図である。
【図１５】ガイドカテーテルを通して生検鉗子を病変部に挿入した図である。
【図１６】位置調整部材で作用部の突出量を調整するときの作業を説明するための図であ
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る。
【図１７】位置調整部材を基端側にスライド移動させた図である。
【図１８】基端側にスライド移動させた位置調整部材をガイドカテーテルに当接させ、作
用部を大きく突出させた図である。
【図１９】内視鏡に設けたバルーンで気管支に内視鏡を固定した図である。
【図２０】内視鏡挿入部に設けた係止部材で内視鏡を固定する作業を説明する図である。
【図２１】係止部材とマウスピースの摩擦力によって内視鏡を固定した図である。
【図２２】クリップで内視鏡にガイドカテーテルを固定した図である。
【図２３】位置調整部材の他の形態を説明する図である。
【図２４】位置調整部材を介してガイドカテーテルと医療デバイスとを係止させた図であ
る。
【図２５】位置調整部材をガイドカテーテル側から医療デバイス側にスライド移動させた
図である。
【図２６】位置調整部材の他の形態を説明する図である。
【図２７】図２６の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施形態について詳細に説明する。
（第一の実施形態）
　図１に本実施形態に使用される内視鏡を示す。内視鏡１は、術者が操作する内視鏡操作
部２を有し、内視鏡操作部２からは、体内に挿入される可撓性の内視鏡挿入部３が延設さ
れている。内視鏡操作部２には、内視鏡挿入部３の先端部を湾曲させるアングルノブ４や
、スイッチ５などが設けられている。また、ユニバーサルケーブル６を介して不図示のコ
ントロール装置や、表示装置などに接続されている。内視鏡操作部２の側部には、挿入口
７が形成されている。挿入口７は、作業用チャンネル９の体外側の開口となる。挿入口７
には、鉗子栓８が装着されている。作業用チャンネル９は、内視鏡挿入部３内を通って先
端に開口している。この作業用チャンネル９には、後述する医療デバイスやガイドカテー
テルなどが通される。
【００１２】
　医療デバイスとしては、先端にカップと屈曲機構を有する細胞擦過用医療デバイスであ
るキュレットがあげられる。図２に示すように、キュレット１０は、術者が操作する操作
部１１から、可撓性を有する長尺の挿入部１２が延びている。挿入部１２の先端には、作
用部１３が設けられている。操作部１１は、操作部本体１４を有し、操作部本体１４には
スライダ１５が進退自在に取り付けられている。操作部本体１４の基端部には、指掛け用
のリングが設けられている。スライダ１５は、操作部本体１４の長手方向、つまり挿入部
１２の長手方向に沿って進退できる。スライダ１５には、操作ワイヤ１６の端部が固定さ
れている。操作ワイヤ１６は、挿入部１２のカテーテル１７に進退自在に通されている。
【００１３】
　挿入部１２は、カテーテル１７に操作ワイヤ１６を通した構成を有する。カテーテル１
７は、長尺で可撓性のある材料から製造されている。操作ワイヤ１６の先端部は、作用部
１３に引き込まれている。作用部１３は、挿入部１２側から順番に３つの腕部１３ａ，１
３ｂ，１３ｃがピンで連結された構成を有し、先端側の腕部１３ａは、擦過した組織を採
取する際に使用するカップになっている。これら腕部１３ａ，１３ｂ，１３ｃの内部には
、操作ワイヤ１６が通されている。操作ワイヤ１６は、最も先端側の腕部１３ｃに固定さ
れている。したがって、作用部１３は、操作ワイヤ１６を引くと各ピンを支点にして湾曲
させることができる。さらに、湾曲させた作用部１３は、操作ワイヤ１６を戻すと略一直
線状に延ばすことができる。なお、作用部１３は、変形可能な肉薄部を有する一体構造で
も良い。
【００１４】
　このキュレット１０は、図３に示すようなガイドカテーテル２０に通して用いられる。
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ガイドカテーテル２０は、可撓性を有するチューブ２１を有し、基端部２２は外周が拡径
されている。チューブ２１の内径は、キュレット１０の挿入部１２を進退自在に挿入でき
る大きさである。チューブ２１の外径は、内視鏡１の作業用チャンネル９の径以下である
。基端部２２の外径は、作業用チャンネル９の径より大きい。ガイドカテーテル２０の長
さは、作業用チャンネル９よりも長い。なお、基端部２２は、チューブ２１に固着されて
いるが、チューブ２１と一体に製造されても良い。
【００１５】
　図４から図６には、種々の医療デバイスシステムが示されている。
　図４に示す医療デバイスシステム３０は、ガイドカテーテル２０と、ガイドカテーテル
２０に挿入して使用する超音波プローブ３１とを有する。超音波プローブ３１は、コネク
タ部３２と、コネクタ部３２から延びる可撓性で長尺の挿入部３３と、挿入部３３の先端
部に設けられた作用部３４とを有する医療デバイスである。コネクタ部３２は、不図示の
駆動装置に機械的かつ電気的に接続される。挿入部３３は、カテーテル３５の内部にフレ
キシブルシャフト３６が回転自在に通されている。フレキシブルシャフト３６は、作用部
３４のカバー３７内に挿入されている。カバー３７内でフレキシブルシャフト３６の先端
部には、超音波振動子３８が取り付けられている。超音波振動子３８は、フレキシブルシ
ャフト３６内を通るケーブル（不図示）からの信号伝達を受けて超音波を発振し、被検体
に当たって返ってきた超音波を受信して電気信号に変換する素子である。カバー３７内は
、超音波の伝達が容易になるように、超音波媒体が充填されている。
【００１６】
　挿入部３３のカテーテル３５は、ガイドカテーテル２０の内孔に挿入可能な外径を有す
る。カテーテル３５の基端部側の外周には、位置調整部材４０がスライド自在に装着され
ている。位置調整部材４０は、カテーテル３５を通す孔を有する環状の部材であり、その
外径はガイドカテーテル２０の基端部２２よりも大きい。位置調整部材４０は、伸縮自在
な樹脂などで製造されている。この位置調整部材４０は、術者が手でカテーテル３５の長
手方向に移動させることができる。術者が手を離したら、その位置で留まる。位置調整部
材４０の装着位置は、超音波プローブ３１をガイドカテーテル２０に通したときに、作用
部３４がガイドカテーテル２０の先端部から予め定められた第一の距離だけ突出する位置
に調整されている。位置調整部材４０は、超音波プローブ３１をガイドカテーテル２０に
挿入する過程、及びガイドカテーテル２０から抜去する過程では移動することなく、調整
された位置で止まる程度の係合力をカテーテル３５に対して有する。
【００１７】
　図５に示す医療デバイス５０は、ガイドカテーテル２０と、ガイドカテーテル２０に挿
入して使用する生検鉗子５１とを有する。生検鉗子５１は、操作部１１と、操作部１１か
ら延びる可撓性で長尺の挿入部１２と、挿入部１２の先端に設けられた処置部（作用部）
５２とを有する医療デバイスである。挿入部１２は、カテーテル１７の内部に操作ワイヤ
１６を通して構成されている。操作ワイヤ１６は、操作部１１のスライダ１５と、処置部
５２の一対の生検カップ５３とを連結する。処置部５２は、支持部材５４に一対の生検カ
ップ５３が開閉自在に取り付けられている。各生検カップ５３は、リンク機構（不図示）
を介して操作ワイヤ１６に連結されている。操作ワイヤ１６を前進させると一対の生検カ
ップ５３が開き、操作ワイヤ１６を後退させると一対の生検カップ５３が閉じる。
【００１８】
　挿入部１２のカテーテル１７は、ガイドカテーテル２０の内孔に挿入可能な外径を有す
る。カテーテル１７の基端部側の外周には、位置調整部材４０がスライド自在に装着され
ている。位置調整部材４０の装着位置は、生検鉗子５１をガイドカテーテル２０に通した
ときに、処置部５２がガイドカテーテル２０の先端部から予め定められた第二の距離だけ
突出する位置に調整されている。第二の距離は、第一の距離と同じでも良いし、異なる距
離でも良い。
【００１９】
　図６に示す医療デバイス６０は、ガイドカテーテル２０と、ガイドカテーテル２０に挿
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入して使用する細胞診ブラシ６１とを有する。細胞診ブラシ６１は、操作部６２と、操作
部６２から延びる可撓性で長尺の挿入部１２と、挿入部の先端部に設けられた処置部（作
用部）６３とを有する医療デバイスである。挿入部１２は、カテーテル１７の内部に操作
ワイヤ１６が通されている。操作ワイヤ１６は、操作部６２の操作部本体６５を進退自在
に貫通し、操作部本体６５から引き出された端部には、指掛けリング６４に固定されてい
る。操作ワイヤ１６の先端部には、ブラシ６６が取り付けられている。ブラシ６６は、挿
入部１２のカテーテル１７内に収容可能である。ブラシ６６を挿入部１２内に収容したと
きには、先端チップ６７が挿入部１２の先端に突き当たる。
【００２０】
　挿入部１２のカテーテル１７は、ガイドカテーテル２０の内孔に挿入可能な外径を有す
る。カテーテル１７の基端部側の外周には、位置調整部材４０が装着されている。位置調
整部材４０の装着位置は、細胞診ブラシ６１をガイドカテーテル２０に通したときに、処
置部６３又は挿入部１２の先端部がガイドカテーテル２０から予め定められた第三の距離
だけ突出する位置に調整されている。第三の距離は、第一の距離又は第三の距離と同じで
も良いし、異なる距離でも良い。
【００２１】
　なお、生検鉗子５１、細胞診ブラシ６１においても、位置調整部材４０は、ガイドカテ
ーテル２０に挿入する過程、及びガイドカテーテル２０から抜去する過程では移動するこ
となく、調整された位置に止まる程度の係合力をカテーテル１７に対して有する。
【００２２】
　次に、本実施形態の作用について説明する。なお、以下においては、図７に示すように
、　人体の気管支Ｗ１の末梢気管支Ｗ２に生じた病変部Ｗ３（対象部位）の診断、処置を
行う場合を例にして説明する。
【００２３】
　図８に示すように、内視鏡１を気管支Ｗ１に挿入する。内視鏡１は、患者の自然の開口
である口もしくは鼻から挿入される。気管支Ｗ１は、奥に進むに連れて細くなるので、内
視鏡挿入部３の先端部が気管支Ｗ１の内壁に当たったところで、内視鏡１の挿入を停止す
る。このとき、内視鏡挿入部３が気管支Ｗ１に対して摩擦固定される。
【００２４】
　術者は、内視鏡１を気管支Ｗ１に対して位置決めして固定したら、キュレット１０を作
業用チャンネル９に挿入する。キュレット１０は、病変部Ｗ３にガイドカテーテル２０を
導く誘導子として使用する。このため、キュレット１０を内視鏡１に挿入する前に、挿入
部１２を予めガイドカテーテル２０に通しておく。気管支Ｗ１にＸ線を照射して病変部Ｗ
３の周囲の像を確認しながら、キュレット１０を内視鏡１の先端から突出させる。末梢気
管支Ｗ２の分岐部Ｗ１１では、図２に示す操作部１１のスライダ１５を引いて操作ワイヤ
１６を手元側に後退させ、作用部１３を湾曲させる。湾曲した作用部１３の先端部が病変
部Ｗ３のある末梢気管支Ｗ２に向くように位置合わせをしてから、キュレット１０全体を
前進させる。その結果、キュレット１０は、病変部Ｗ３のある末梢気管支Ｗ２に挿入され
る。
【００２５】
　図９に示すように、キュレット１０の作用部１３が病変部Ｗ３に届いたら、ガイドカテ
ーテル２０を押し込む。もしくは、ガイドカテーテル２０をキュレット１０と一緒に進め
ることで、押し込み操作をしないようにしても良い。図１０に示すように、ガイドカテー
テル２０は、その先端部が病変部Ｗ３の近傍にくるまで押し込まれる。ガイドカテーテル
２０の先端位置の確認は、Ｘ線照射によって観察する。その後、図１１に示すように、ガ
イドカテーテル２０が抜けないようにしながら、キュレット１０のみを体内から引き抜く
。
【００２６】
　次に、図１２に示すように、超音波プローブ３１がガイドカテーテル２０を通して末梢
気管支Ｗ２に挿入される。超音波プローブ３１は、病変部Ｗ３を描出する医療デバイスと
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して使用される。図１３に示すように、超音波プローブ３１の挿入部３３には、予め調整
された位置に位置調整部材４０が装着されているので、位置調整部材４０がガイドカテー
テル２０の基端部２２に突き当たるまで超音波プローブ３１を挿入することができる。こ
のとき、図１２に示すように、先端の作用部３４は、ガイドカテーテル２０から第一の距
離だけ突出して、病変部Ｗ３の長さ方向の略中央に相当する位置に配置される。超音波プ
ローブ３１のコネクタ部３２に駆動装置を装着し、フレキシブルシャフト３６で超音波振
動子３８を軸線回りに回転させながら超音波を径方向外側に向かって放射する。末梢気管
支Ｗ２で反射した超音波を超音波振動子３８で受信すると、病変部Ｗ３の抽出画像が得ら
れる。超音波プローブ３１を使用することで、病変部Ｗ３の正確な位置や、状態を確認す
ることができる。例えば、Ｘ線の照射では得難い深さ方向の情報や、血管との位置関係の
情報などが得られる。
【００２７】
　病変部Ｗ３の描出画像を確認しながら、ガイドカテーテル２０の先端の位置合わせを正
確に行う。例えば、超音波プローブ３１を末梢気管支Ｗ２の長さ方向に進退させて病変部
Ｗ３の正確な位置を確認し、ガイドカテーテル２０の先端部を病変部Ｗ３の外縁にかかる
位置に位置合わせする。ガイドカテーテル２０の位置合わせが終了したら、ガイドカテー
テル２０を内視鏡１に対して固定する。ガイドカテーテル２０の固定には、図１３に示す
鉗子栓８による摩擦固定があげられる。ガイドカテーテル２０を固定したら、超音波プロ
ーブ３１のみを抜き取る。図１４に示すように、ガイドカテーテル２０は、病変部Ｗ３の
近傍に位置決めされた状態で留置される。
【００２８】
　この後、図１５に示すように、処置用の医療デバイスとして、生検鉗子５１がガイドカ
テーテル２０を通して末梢気管支Ｗ２に挿入される。生検鉗子５１の挿入部１２には、予
め調整された位置に位置調整部材４０が装着されているので、位置調整部材４０がガイド
カテーテル２０の基端部２２に突き当たるまで生検鉗子５１を挿入すると、先端の処置部
５２がガイドカテーテル２０から予め調整された第二の距離だけ突出する。この第二の距
離は、病変部Ｗ３の採取に適した位置であるので、この位置で生検を行う。操作部１１の
スライダ１５を前進させると、操作ワイヤ１６が押し込まれて、一対の生検カップ５３が
開く。生検カップ５３を病変部Ｗ３に押し当ててからスライダ１５を引き戻すと、一対の
生検カップ５３が病変部Ｗ３の組織を挟み込んで閉じる。生検鉗子５１全体を引き戻すと
、生検カップ５３内の組織が引きちぎられる。生検鉗子５１を内視鏡１から引き抜くと、
病変部Ｗ３の組織が採取される。なお、ガイドカテーテル２０は、内視鏡１に対して固定
されているので、ガイドカテーテル２０の挿入位置は、変化しない。
【００２９】
　病変部Ｗ３の組織を複数回採取するときには、生検鉗子５１を再び内視鏡１に挿入する
。術者が位置調整部材４０を意識的に移動させずに、位置調整部材４０をガイドカテーテ
ル２０に突き当てると、略同じ位置での生検が行える。末梢気管支Ｗ２の長さ方向に異な
る位置で複数回の生検をする場合には、位置調整部材４０を手で挿入部の長さ方向に移動
させ、微調整を行う。位置調整部材４０を基端側に後退させることで、より深い位置（内
視鏡１から遠い位置）の組織を生検できるようになる。位置調整部材４０を先端側に押し
出すと、より浅い位置（内視鏡１に近い位置）の組織を生検できるようになる。複数回の
生検をするときには、同じ生検鉗子５１を使用しても良いし、異なる生検鉗子５１を順番
に使用しても良い。
【００３０】
　図６に示す細胞診ブラシ６１を使用する場合には、予め調整されている位置調整部材４
０がガイドカテーテル２０の基端部２２に突き当たるまで細胞診ブラシ６１を挿入する。
先端の処置部６３がガイドカテーテル２０の先端部から予め調整された第三の距離だけ突
出する。この第三の距離は、病変部Ｗ３の採取に適した位置であるので、この位置で細胞
の採取を行う。操作部６２の指掛けリング６４を操作部本体６４に対して前進させると、
挿入部１２からブラシ６６が突出する。ブラシ６６を病変部Ｗ３にこすり付けて組織を採
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取したら、ガイドカテーテル２０を残して細胞診ブラシ６１のみを内視鏡１から引き抜く
。
【００３１】
　細胞診ブラシ６１を使用して細胞を複数回採取する場合には、生検鉗子５１の場合と同
様にして、ガイドカテーテル２０に細胞診ブラシ６１を抜き差しする。位置調整部材４０
の位置を意識的に移動させないかぎり、細胞診ブラシ６１の挿入位置は、常に同じになる
。
【００３２】
　ここで、位置調整部材４０の位置を調整する場合の手順について、図１６から図１８を
参照して説明する。まず、図１６に示すように、位置調整部材４０をガイドカテーテル２
０に突き当てると、処置部６３を含む細胞診ブラシ６１の先端部がガイドカテーテル２０
の先端部から所定距離だけ突出する。処置部６３をさらに突出させたいときには、図１７
に示すように、挿入部１２及びガイドカテーテル２０の位置は固定したままで、位置調整
部材４０のみを基端側にスライド移動させる。所望の距離だけスライドさせたら、位置調
整部材４０を停止させる。図１８に示すように、細胞診ブラシ６１をガイドカテーテル２
０に押し込むと、スライド移動させた後の位置調整部材４０がガイドカテーテル２０の基
端部２２に当接するまで挿入することができる。このときの処置部６３は、位置調整部材
４０を移動させた距離だけ、余分に突出する。処置部６３の突出量を減らす場合には、逆
の操作を行えば良い。
【００３３】
　この実施形態によれば、ガイドカテーテル２０を内視鏡１から突出させて、病変部Ｗ３
の近傍まで挿入させることで、末梢気管支Ｗ２のように細い管腔で内視鏡１が届かない部
分の診断又は処置を行う場合にも、医療デバイスを確実に導入することができる。特に、
医療デバイスを複数回に渡って挿抜しながら診断又は処置を行う場合に、医療デバイスを
速やかに病変部Ｗ３の近傍に挿入することが可能になる。
【００３４】
　医療デバイスに位置調整部材４０を装着し、医療デバイスに適した位置で位置調整部材
４０を配置すると、位置調整部材４０をガイドカテーテル２０に付き当てるだけで、所定
位置に作用部を配置することが可能になる。位置調整部材４０は、医療デバイスを抜去す
る際には、移動しないので、生体内に複数回挿入する場合でもその都度位置調整を行う必
要がなくなるので、手技時間を短縮することができる。異なる種類の医療デバイスを使用
する場合には、その医療デバイスに合わせた位置に位置調整部材を予め調整しておくこと
で、手技時間を短縮することが可能になる。調整は、前もって行っておいても良いし、キ
ュレット１０を挿入したときに、キュレット１０の位置を確認し、これに基づいて、位置
調整部材４０の微調整を行っても良い。
【００３５】
　ここで、内視鏡１を気管支Ｗ１に対して固定する方法の変形例を図１９から図２１に示
す。図１９に示すように、内視鏡挿入部３の先端の外周にバルーン７０を装着しても良い
。不図示のカテーテルを通して体外からバルーン７０に流体を供給すると、バルーン７０
が膨張して気管支Ｗ１の内壁に接する。これによって、内視鏡１が気管支Ｗ１に摩擦固定
される。
　図２０に示すように、内視鏡挿入部３に内視鏡係止部材７１を装着しても良い。内視鏡
係止部材７１は、弾性体のチューブなどからなり、患者の口に装着されるマウスピース７
２の内壁に摩擦固定される。
【００３６】
　また、ガイドカテーテル２０を内視鏡１に対して固定する手法は、鉗子栓８に限定され
ずに、手で固定しても良い。さらに、図２２に示すようなクリップ７５を固定部材として
も使用して良い。ガイドカテーテル２０を作業用チャンネル９に所定長だけ挿入したら、
クリップ７５の端部７５ａを掴んで把持部７６を開いてからガイドカテーテル２０のチュ
ーブ２１と、鉗子栓８の境界に押し当てる。クリップ７５の端部７５ａから手を離すと、
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弾性部材７７の付勢力でクリップ７５が閉じて、ガイドカテーテル２０及び鉗子栓８が挟
持される。これによって、クリップ７５を介してガイドカテーテル２０が内視鏡１に対し
て位置決めして固定される。
【００３７】
（第二の実施形態）
　本発明の第二の実施形態について図面を参照して説明する。
　図２３に医療デバイスシステムの構成を示す。医療デバイスシステム８０は、ガイドカ
テーテル８１と、ガイドカテーテル８１に挿入して使用される細胞診ブラシ６１とを有す
る。医療デバイスは、細胞診ブラシ６１に限定されず、超音波プローブ３１や、生検鉗子
５１等でも良い。
　ガイドカテーテル８１は、チューブ２１の基端部に、位置調整部材８２が圧入等によっ
て装着されている。位置調整部材８２は、チューブ２１に対して固定されておらず、チュ
ーブ２１の長さ方向にスライド移動させることができる。なお、位置調整部材８２の内径
は、チューブ２１から外した状態では、細胞診ブラシ６１の挿入部１２のカテーテル１７
の外径よりも小さい。
【００３８】
　この医療デバイスシステム８０では、図２３に示す状態では細胞診ブラシ６１はガイド
カテーテル８１に対して自由に進退させることができる。図２４に示すように、位置調整
部材８２を後退させて、ガイドカテーテル８１の基端部から位置調整部材８２の一部を押
し出すと、位置調整部材８２の押し出された部分は、細胞診ブラシ６１の挿入部１２のカ
テーテル１７の外周に圧接する。その結果、位置調整部材８２を介して、細胞診ブラシ６
１がガイドカテーテル８１に固定される。細胞診ブラシ６１をガイドカテーテル８１に通
すときに、細胞診ブラシ６１の処置部６３が処置に適した所定量だけガイドカテーテル８
１から突出したら、位置調整部材８２を移動させて細胞診ブラシ６１をガイドカテーテル
８１に固定させる。医療デバイスシステム８０を内視鏡１の作業用チャンネル９に通すと
きに、前記所定量を維持したままで処置部６３を病変部Ｗ３に確実に導くことが可能にな
る。
【００３９】
　また、図２５に示すように、位置調整部材８２の全てをガイドカテーテル８１のチュー
ブ８２から細胞診ブラシ６１の挿入部１２に完全に移動させても良い。位置調整部材８２
は、予め調整した位置に係止される。ガイドカテーテル８１に細胞診ブラシ６１を挿入し
、位置調整部材８２をガイドカテーテル８１の基端部に当接させると、処置部６３がガイ
ドカテーテル８１の先端から所定距離だけ突出させることができる。
【００４０】
（第三の実施形態）
　図２６及び図２７に本実施形態に係る位置調整部材を示す。位置調整部材９０は、医療
デバイスのカテーテル１７を挿入可能な筒状のアウター部材９１及びインナー部材９２を
有する。アウター部材９１の基端部には、インナー部材９２の先端部９２ａを挿入可能な
環状の溝９１ａが内周に形成されている。この溝９１ａの先端部には、弾性リング９３の
受け部が形成されている。受け部に収容される弾性リング９３は、外力が作用しない状態
では、内径がカテーテル１７の外径に略等しい。インナー部材９２の先端部をアウター部
材９１の溝９１ａに挿入し、締め込むと弾性リング９３が押し潰されて、カテーテル１７
に圧接する。その結果、位置調整部材９０がカテーテル１７に位置決めして固定される。
インナー部材９２の先端部９２ａと、アウター部材９１の溝９１ａとを嵌合又はネジによ
り締め込んだ状態を維持できるように構成すれば、手を離しても位置調整部材９０がカテ
ーテル１７に位置決めして固定された状態を維持することができる。このよう医療デバイ
スを使用することで、第一の実施形態と同様の作用、効果が得られる。
【００４１】
　なお、本発明は、前記の各実施形態に限定されず、その趣旨を逸脱しない範囲で広く応
用することができる。
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　例えば、診断又は処置の対象は、気管支Ｗ１に限定されずにその他の管腔でも良い。
　医療デバイスシステムは、キュレット１０とカテーテル２０と、位置調整部材４０又は
位置調整部材８２を有する構成でも良い。また、医療デバイスとして、治療用のレーザー
プローブや、高周波鉗子を用いることもできる。
　位置調整部材４０，８２の位置は、出荷時に調整された位置で使用しても良いし、術者
が調整しても良い。
　位置調整部材は、筒状の部材から製造する代わりに、クリップなどのように挿入部のカ
テーテルの所定位置を把持することで位置決めして固定される構成でも良い。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　生体に挿入して診断又は処置を行うデバイスや、デバイスを含むシステムに適用できる
。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　内視鏡
　１０　　キュレット（医療デバイス）
　１２，３３　　挿入部
　１７，３５　　カテーテル
　２０　　ガイドカテーテル
　３０，５０，６０　　医療デバイスシステム
　３１　　超音波プローブ（医療デバイス）
　４０，８２，９０　　位置調整部材
　５１　　生検鉗子（医療デバイス）
　６１　　細胞診ブラシ（医療デバイス）

【図１】 【図２】
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